
東近江市風景づくり条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東近江市風景づくり条例（平成２２年条例第２６号。以下「条例」とい

う。）及び景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（工作物） 

第２条 条例第２条第４号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。 

 (1) 垣（生垣を除く。）、さく、塀、擁壁その他これらに類するもの 

 (2) 煙突又はごみ焼却施設 

 (3) アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの（屋外広告物法

（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項に規定する屋外広告物（以下｢屋外広告物｣と

いう。）に該当するものを除く。） 

 (4) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの（屋外広告物に該当するものを除

く。） 

 (5) 彫像その他これに類するもの（屋外広告物に該当するものを除く。） 

 (6) 高架水槽 

(7) 汚水又は廃水を処理する施設 

 (8) メリーゴーラウンド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これら

に類する遊戯施設 

 (9) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに

類する製造施設 

 (10) 石油、ガス、ＬＰＧ、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設 

 (11) 自動車車庫の用に供する立体的施設 

 (12) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系（その支持物を含

む。） 

（風景づくり市民団体の要件等） 

第３条 条例第８条第１項の規則で定める風景づくり市民団体の要件は、次に掲げるすべての

事項とする。 

 (1) 団体の活動が計画的かつ継続的で、当該地域における風景づくりに有効と認められるも

のであること。 

 (2) 団体の活動が当該地域の住民その他の関係者の財産権その他の権利を不当に制限するも

のでないこと。 

 (3) 団体の活動が営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とするものでないこと。 

 (4) 次項に定める団体規約が定められていること。 

２ 風景づくり市民団体の規約に定める事項は次に掲げる事項とする。 

 (1) 目的 

 (2) 名称 



 (3) 活動の内容 

 (4) 事務所の所在地 

 (5) 団体の構成員に関する事項 

 (6) 役員の定数、任期、職務の分担及び選任に関する事項 

 (7) 会議に関する事項 

 (8) 会計に関する事項 

（風景づくり市民団体の認定等） 

第４条 条例第８条第３項の規定により認定の申請をしようとする者は、風景づくり市民団体

認定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。 

 (1) 団体の規約 

 (2) 活動区域を示す図面 

 (3) 構成員及び役員の住所及び名簿 

 (4) 申請をしようとする者が、団体の代表であることを証する書類 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、条例第８条第１項の規定により風景づくり市民団体を認定したとき又は認定しな

かったときは、文書により当該申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、条例第８条第４項の規定により風景づくり市民団体の認定を取り消したときは、

文書により当該申請者に通知するものとする。 

（風景づくり協定の認可等） 

第５条 条例第９条の規定による認可の申請をしようとする者は、風景づくり協定認可申請書

（様式第２号）に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。 

 (1) 協定書 

 (2) 協定の区域を表示する図面 

 (3) 申請をしようとする者が、代表者であることを証する書類 

 (4) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、条例第９条第１項の規定により風景づくり協定を認可したとき又は認可しなかっ

たときは、文書により当該申請者に通知するものとする。 

（景観計画区域内における行為の届出） 

第６条 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「省令」という。）第１

条第１項及び条例第１８条の届出書は、景観計画区域内行為届出書（様式第３号）とする。 

２ 前項の届出書には、届出行為の区分に応じ、別表に掲げる図書を添付しなければならない。 

３ 法第１６条第２項の規定による変更の届出は、第１項の届出書に当該変更の内容を表示し

た図書を添付して行うものとする。 

 （適合通知） 

第７条 市長は、法第１６条第１項又は第２項の規定による届出があった場合において、その

届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、

適合通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

 （勧告） 



第８条 法第１６条第３項の規定による勧告は、勧告書（様式第５号）により行うものとする。 

 （変更命令） 

第９条 法第１７条第１項又は第５項の規定による命令は、変更命令書（様式第６号）により

行うものとする。 

 （通知） 

第１０条 法第１６条第５項後段の規定による通知は、景観計画区域内行為通知書（様式第７

号）に、別表に掲げる図書を添付して行うものとする。 

 （身分証明書） 

第１１条 法第１７条第７項の規定による立入検査又は立入調査に係る同条第８項の証明書は、

身分証明書（様式第８号）とする。 

 （景観重要建造物の標識） 

第１２条 法第２１条第２項の標識は、景観重要建造物指定標識（様式第９号）によるものと

し、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

 （景観重要建造物の管理方法の基準） 

第１３条 条例第２７項第１項の規定による管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 景観重要建造物の修繕は、特別の理由がある場合を除き、修繕前の外観を変更しないこ

と。 

 (2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講じること。 

 (3) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び設備の状況を定期的に点検する

こと。 

 (4) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景

観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講じること。 

 (5) 景観重要建造物を損傷するおそれのある木竹は、速やかに伐採すること。 

 （景観重要樹木の標識） 

第１４条 法第３０条第２項の標識は、景観重要樹木指定標識（様式第１０号）によるものと

し、公衆の見やすい場所に設置するものとする。 

 （景観重要樹木の管理方法の基準） 

第１５条 条例第２７条第２項の規定による管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、剪定その他必要な管理を行うこと。 

 (2) 景観重要樹木の滅失、枯損等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講じること。 

 (3) 景観重要樹木の滅失、枯損等を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。 

 (4) 景観重要樹木が滅失、枯損等するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して

当該景観重要樹木の滅失、枯損等を防ぐ措置を講じること。 

 （景観審議会の役員） 

第１６条 条例第２８条に規定する東近江市景観審議会（以下「景観審議会」という。）に会

長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を



代理する。 

 （景観審議会の会議） 

第１７条 景観審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、

又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （景観審議会の運営） 

第１８条 景観審議会の庶務は、都市整備部都市整備課で処理する。 

２ 景観審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

 （その他） 

第１９条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


